
（別紙２－２）　

変異原性が認められた既存化学物質

1 ５－７２０ 109-09-1 2-クロロピリジン

2 ２－３９６ 2425-79-8 １，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル

3 ３－５７５ 3101-60-8 ブチルフェニルグリシジルエーテル

4 ５－２７０ 5401-94-5 5-ニトロインダゾール

5 １－１１５ 7789-38-0 臭素酸ナトリウム

化審法官報公示
整理番号

名　　称ＣＡＳ　Ｎｏ．

（注1）　これらの化学物質は、化学物質のリスク評価検討会（有害性評価小検討会）の下に設置された遺伝毒性評
価ワーキンググループにおいて、既知の知見を基に評価を行い、強い変異原性がある旨の意見を得られたことか
ら、措置の対象とする。

（注２）　「化審法官報公示整理番号」とは、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法
律（昭和48年法律第117号）（化審法）の規定により公示された際に付せられた整理番号であり、これらは労働安全
衛生法においても既存の化学物質として取り扱うこととしている（労働安全衛生法施行令附則第９条の２関係）。


